
 

                           『きまりやルールを守る』 

                                                                      校長  中村 成美                     

   ２年生が生活科で植えたミニトマトが，気温の上昇と共に蔓をぐんぐん伸ばし，今ではビー玉くらいの 

緑色の実を付け始めました。 また，１年生のアサガオは蔓が支柱に巻き付き，本葉もたくさん出ています。 

子どもたちは， ペットボトルに入れた水を大事そうに持ちながら水をかけたり観察したりするなどの世話 

をしています。花が咲いたり，実を収穫したりする日を楽しみにしながら大切に育ててほしいです。 

さて，新学期が始まって３か月になろうしています。学校や学級のきまりを理解し，意欲的に 

活動する子どもたちですが， まだまだ丁寧に指導を繰り返さなければならない言動や行動 

もあるように思います。  

その一つは廊下歩行です。 休み時間になると早く遊びに行きたいがあまり, 長い廊下を走ってしまう 

子どもたち。 「右側を静かに歩く」ことを指導し， 時には「巻き戻し」として走った場所からやり直させて 

います。 特に雨の日の昼休みなどには，その様子が多々見られます。何よりも走る行為によって，転んだ 

り友達とぶつかったりすることによる，けがが心配です。 落ち着いた学校生活を送らせる上でも生徒指 

導主任を中心に全職員で指導しています。 

もう一つは，「言葉遣い」です。人の心を傷つけるような，また，悲しくなるような「ちくちく言葉」を発し 

てしまう子どもたちがいます。友達をからかったり，煽ったりする言葉がエスカレートして， けんかになる 

こともあります。人に対して思いやりのある「ふわふわ言葉」が遣えるようになるとうれしいです。 

学校は「めざす子ども像」に「豊かな感性を身に付けた，明るく思いやりのある子ども」を掲げていま 

す。その中で，「ルールやマナーを守り，進んでよいことを実践する子ども」を位置付け，「一日の生活の 

きまり」では，７項目において具体的な内容も示し，学級においても指導しています。 子どもたちが大好 

きな遊びやスポーツ，ゲームにもルールがあります。 また， 御家庭にも各家庭における約束があるよう 

に，学校にも集団生活を過ごす中でのきまりがあります。それは，誰もが守らなければならない最低限の 

ものであり，そのルールによって安心・安全な学校・社会生活が成り立っているものと考えます。 その約 

束やルールを学校でも家庭でもしっかりと教え， よい方向へと導いていくことは，やがて子どもたちが， 

社会に出て幸せな生活を送ることができるようにするためのわたしたち大人の責任です。 

  子どもたちの発達段階に応じて，心に届く指導を行ってまいります。御家庭でも，どうぞ，お子さんと向 

き合う中で，学校や家庭，社会における様々なルールや約束について語り合ってください。 
 
       【ありがとうございました】             
   株式会社南九会長の山下 幸一様より，子どもたちに       

  たくさんの本を読んでほしいと，寄付を                  

いただきました。早速，子どもたちの大 

好きな本を購入したいと思います。 

山下様，ありがとうございました。 

 
  校訓：【正しく】【つよく】【美しく】 

子ども見守り隊事務局 48－3100（大姶良小） 

  

学校便り６月号 令和６年６月 24日発行 

鹿屋市立大姶良小学校 

【家庭学習がんばり週間】24～30日 
記録するカードを配布しています。先月の学

校便りでお示しした「共通実践事項」の家庭に

おける取組の６項目を意識して，お子さんの学

習を見届けてください。保護者の皆様の励まし

で「やる気スイッチ」がＯＮになります。 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（月）読書指導強調週間 

      水泳学習参観期間（～５日） 

      小中一貫推進会議（大姶良中学校）全学年４時間 

４日（木）家庭教育学級・給食試食会（１年生希望者） 

      学校保健委員会，学級ＰＴＡ 

 ８日（月）清掃指導強化週間 

１０日（水）全学年５時間授業 

１３日（土）土曜授業日，研修部による読み聞かせ 

１１日（木）クラブ活動 

１４日（日）県民の日 

１９日（木）終業式，大掃除 

２３日（月）水泳教室（～２４日） 

※ ７月 21日（日）から８月 31日（水）は，「水難事故防止

運動強調期間」です。川遊びや海水浴など，家族できちんとル

ールを話し合って事故のないようにしましょう。 

 

７月の主な行事予定 

 鹿児島県民の日（７月 14日） 
明治150周年を記念し，平成30年12月に「県民の日」（７月

14日）が制定されました。これは，鹿児島県が誕生した明治４

年の廃藩置県布告日が７月 14日であったことに由来します。 

また，郷土に対する理解と関心を深め，ふるさとを愛する心

を育むことにより豊かな鹿児島県を築き上げることを期する日

です。鹿児島県の歴史や文化について，資料やインターネット

で調べたり，家族で話し合ったりしてみてはどうでしょうか。 

ハンセン病問題を正しく理解する週間 

(令和６年６月 16日～６月 22日) 
 

本県では，これまでもハンセン病問題に対する

正しい知識の普及を図り，差別・偏見の解消に努

めてきたところです。ハンセン病元患者やその家

族の方々の福祉の増進，名誉の回復等に関し，現

在もなお存在する問題があります。その解決を促

進するためには，ハンセン病であった方々等に対

する差別と偏見のない社会の実現に向けた，継続

的な取り組みが必要です。そこで，平成 21年度

から，厚生労働省が「らい予防法による被害者の

名誉回復及び追悼の日」として定めた６月 22日

を含む日曜日からの１週間を，県の「ハンセン病

問題を正しく理解する週間」と定めています。ハ

ンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発，差

別・偏見の解消に努めるとともに，関係の方々の

名誉の回復を図ります。 

 

学校運営協議会がありました 
６月13日（木）に第１回学校運営協議会及び

学校関係者評価委員会を開催しました。２校時

は授業や施設を参観していただき，委員からは

授業をとおした子どもたちの様子の感想をいた

だきました。また，学校内外における課題点を

話し合っていただきました。今後とも，学校が

よりよくなるよう，改善していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姶良出張所・田淵駐車場の駐車について（お願い） 
大姶良出張所に駐車しますと，業務や一般利用者に多くの支

障を来すと共に，事故等が懸念されます。また，田淵広場の駐
車場も車の旋回等によるへこみで雨が降ると，より雨水が溜ま
るなど，近隣住民からの困った声が寄せられています。 
本校は，基本的に徒歩による登下校としています。距離が遠

い児童についても，できるだけ歩かせるなど御理解，御協力を
お願いします。 
 

鹿屋市水道ポスターコンクール入賞おめでとう 
【入選】４年 伊 藤 綾 成 さん 
    ６年 松 園 芽梨愛 さん 
【佳作】６年 原 﨑   凜 さん 
    ６年 竹 下 凜 香 さん 
    ６年 齋 藤 小 晴 さん 
 

不審者避難訓練，引き渡し訓練 
 ６月８日，不審者が侵入したときど

うすればよいか，自分の命を守る訓練

を行いました。真剣に訓練することの

大切さについて鹿屋警察署からの指

導をいただきました。 

その後，保護者への引き渡し訓練も

スムーズにできました。不審者情報が

ありましたら，すぐに警察及び学校へ

御連絡ください。 

体力・運動能力調査 
６月 13日，４年生以上がグールプやペアで

協力しながら調査に臨みました。「助走をつけ

ながら投げるといいよ。」や「頑張って。もっ

と速く。」など，友達を応援する声も聞かれま

した。調査結果が届き次第お知らせしますの

で，それを参考に，ぜひ，御家庭でも気軽にで

きる遊びやスポーツをして楽しみましょう。 

プール開き， 

そして，発表会に向けて 
 ６月 10日から水泳学習が始

まりました。安全に気を付けな

がら，自分の目標に向けてがん

ばっています。水は冷たいけ

ど，子どもたちは楽しそうで

す。ぜひ，参観ください。 


